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院
政
期
の
仏
教
史
叙
述
に
お
け
る
仏
典
利
用

『
仏
法
伝
来
次
第
』
を
中
心
と
し
て

三

好

俊

徳

院
政
期
の
寺
院
で
は
仏
教
の
歴
史
を
記
し
た
書
物
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
史
書

が
作
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
に
、
天
竺
（
イ
ン
ド
）・
震
旦
（
中
国
）・

本
朝
（
日
本
）
と
い
う
三
国
に
わ
た
る
仏
教
の
歴
史
を
記
し
た
『
仏
法
伝
来

次
第
』
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
興
福
寺
周
辺
で
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
天
竺
部
で
は
、
仏
典
類
を
利
用
し
て
歴
史
が
記
さ
れ
て
い

る
。
本
稿
で
は
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
歴
史
書
で
、
ど
の
よ
う
な
仏
典
が
利

用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
様
相
を
詳
細
に
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、

『
舎
利
弗
問
経
』
や
『
大
唐
西
域
記
』
と
『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
本
文
の
比

較
検
討
を
行
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド

仏
教
史
書
、
三
国
観
、『
仏
法
伝
来
次
第
』、『
舎
利
弗
問
経
』、

『
大
唐
西
域
記
』

〔
抄

録
〕

は
じ
め
に

院
政
期
の
寺
院
で
は
、
仏
教
史
を
記
し
た
書
物
い
わ
ゆ
る
仏
教
史
書
が
作
成
さ

れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
認
識
に
基
づ
き
、
ま
た
は
ど
の
よ
う
な

資
料
を
用
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
寺
院
に
お
け
る
歴

史
叙
述
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
興
福
寺
周
辺
で
作
成
さ
れ
た
仏
教
史

書
『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
天
竺
部
を
検
討
す
る
。

仏
教
史
書
と
い
う
問
題
で
ま
ず
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
、
大
蔵
経
の
な
か
に
も
仏

教
史
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
大
正
新
修
大
蔵
経
に
は
史
伝
部
が
あ

り
、
釈
迦
や
高
僧
の
伝
記
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
慧
皎
撰

『
高
僧
伝
』
を
始
め
と
す
る
僧
伝
は
、
歴
史
叙
述
の
一
種
と
言
え
よ
う
。
こ
の
形

式
の
書
物
は
日
本
に
お
い
て
も
編
纂
さ
れ
、
延
暦
七
年
（
七
八
八
）
に
は
、
唐
僧

の
思
託
に
よ
っ
て
日
本
最
古
の
僧
伝
で
あ
る
『
延
暦
僧
録
』
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

平
安
時
代
に
は
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
な
ど
の
往
生
人
の
伝
記
を
集
め
た
往
生
伝
、

『
日
本
法
華
験
記
』
な
ど
の
霊
験
記
を
集
め
た
験
記
な
ど
が
編
ま
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
中
世
に
な
る
と
『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
や
『
元
亨
釈
書
』
な
ど
の
著
名
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な
僧
伝
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
僧
伝
と
い
う
形
で
は
な
い
、
仏
教

通
史
も
院
政
期
に
な
る
と
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

日
本
で
現
存
す
る
最
も
古
い
通
史
は
、
七
一
二
年
成
立
の
『
古
事
記
』
お
よ
び

七
二
〇
年
成
立
の
『
日
本
書
紀
』
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
朝
廷
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ

た
。
特
に
『
日
本
書
紀
』
は
中
国
に
範
を
と
っ
た
漢
文
体
の
歴
史
書
で
、『
続
日

本
紀
』『
日
本
後
紀
』『
続
日
本
後
紀
』『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』『
日
本
三
代
実

録
』
と
続
く
。
そ
れ
ら
は
六
国
史
と
総
称
さ
れ
る
古
代
日
本
の
〝
正
史
〞
で
あ
る
。

し
か
し
、
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）
成
立
の
『
日
本
三
代
実
録
』
以
降
は
、
朝
廷
に

よ
る
勅
撰
史
書
の
作
成
は
行
わ
れ
て
い
な
い(1
)。

代
わ
り
に
、
平
安
時
代
後
期
以
降
、

個
人
も
し
く
は
寺
院
な
ど
の
集
団
に
お
い
て
、
私
撰
の
歴
史
書
が
編
纂
さ
れ
て
い

る
。そ

の
よ
う
な
歴
史
書
の
代
表
例
と
し
て
、
院
政
期
の
十
二
世
紀
頃
に
成
立
し
た

『
日
本
紀
略
』
や
『
扶
桑
略
記
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
も
六
国
史

を
主
要
な
典
拠
と
し
な
が
ら
、
日
本
の
歴
史
を
天
皇
の
年
代
記
の
形
式
で
描
い
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
仏
教
に
関
す
る
記
述
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
特
に

『
扶
桑
略
記
』
は
、
寺
院
縁
起
や
高
僧
伝
あ
る
い
は
仏
教
に
関
す
る
不
可
思
議
な

話
も
多
く
記
さ
れ
て
お
り
、〝
日
本
仏
教
史
書
〞
と
し
て
の
側
面
も
持
ち
合
わ
せ

て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

院
政
期
に
は
、
三
国
観
に
も
と
づ
く
仏
教
史
書
も
作
ら
れ
て
い
る
。
三
国
観
と

は
天
竺
（
イ
ン
ド
）・
震
旦
（
中
国
）・
本
朝
（
日
本
）
と
い
う
三
つ
の
地
域
を
枠

組
み
と
す
る
世
界
観
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
が
成
立
し
伝
来
し
た
経
路
お

よ
び
歴
史
に
基
づ
く
、
仏
教
と
不
可
分
な
歴
史
認
識
あ
る
い
は
地
理
認
識
で
あ
る
。

平
安
時
代
以
降
、
こ
の
三
国
観
を
用
い
た
言
説
や
書
物
は
生
み
だ
さ
れ
て
お
り
、

日
本
に
お
い
て
は
「
和
漢
」
と
い
う
枠
組
み
と
並
ぶ
、
主
要
な
世
界
認
識
と
な
っ

て
い
た(2
)。

そ
の
形
式
を
用
い
て
三
国
仏
教
史
を
描
い
た
も
の
に
、『
三
国
伝
灯
記
』

『
仏
法
伝
来
次
第
』
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
院
政
期
に
お
い
て
私
撰
の
仏
教
史
書
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る

が
、
寺
院
に
お
い
て
も
作
ら
れ
て
い
る
。『
仏
法
伝
来
次
第
』
は
そ
の
代
表
例
と

言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
天
竺
部
の
内
容

『
仏
法
伝
来
次
第
』
は
十
二
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
三
国
に
わ
た
る
仏
教
史
を

記
す
書
物
で
あ
る
。
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
の
順
で
、
各
地
の
仏
教
史
を
漢
文
体
で

記
し
て
い
る
。
そ
の
奥
書
に
は
、
編
者
と
さ
れ
る
信
救
の
経
歴
が
詳
説
さ
れ
て
い

る
。
後
欠
と
な
っ
て
い
る
た
め
前
半
生
し
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
南
都
で
活
躍

し
た
学
僧
で
、
時
の
権
力
者
で
あ
っ
た
平
清
盛
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
た
め

に
命
を
狙
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
説
で
は
、
こ
の
信
救
は
後
に
名
前
を

変
え
て
、
木
曽
義
仲
の
右
筆
で
あ
る
覚
明
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
そ
の
真
偽
は
措
く
が
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
に
は
興
福
寺
お
よ
び
法
相
宗
の
優

越
を
示
す
記
事
が
多
く
採
ら
れ
て
お
り
、
興
福
寺
周
辺
の
僧
の
手
に
よ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る(3
)。

そ
の
本
文
に
つ
い
て
、
日
本
部
の
記
事
の
大
部
分
は
『
扶
桑
略
記
』
か
ら
の
抄

出
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る(4
)。『

扶
桑
略
記
』
は
十
二
世
紀
は
じ
め

に
成
立
し
た
日
本
の
古
代
か
ら
院
政
期
ま
で
の
歴
史
書
で
あ
る
。
天
台
宗
な
か
で

も
寺
門
派
の
立
場
か
ら
出
来
事
の
経
緯
を
記
し
た
記
事
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
天
台
宗
寺
門
派
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る(5
)。

院
政
期
の
仏
教
史
叙
述
に
お
け
る
仏
典
利
用
（
三
好
俊
徳
）
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『
仏
法
伝
来
次
第
』
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
よ
う
な
『
扶
桑
略
記
』
か
ら
記
事

を
選
択
し
、
そ
れ
を
抄
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
編
纂
を
行

っ
て
い
る
記
事
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
応
和
三
年
（
九
六
三
）
に
起
こ
っ
た
天
台

宗
と
法
相
宗
と
の
論
争
で
あ
る
応
和
の
宗
論
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
。『
扶
桑

略
記
』
は
そ
の
宗
論
の
結
末
を
天
台
宗
の
勝
利
と
記
す
。『
仏
法
伝
来
次
第
』
も

同
じ
出
来
事
の
記
事
を
有
す
が
、
そ
の
箇
所
は
別
の
資
料
を
用
い
て
、
法
相
宗
の

優
越
が
認
め
ら
れ
た
宗
論
と
位
置
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
は
、

『
扶
桑
略
記
』
を
主
要
な
典
拠
と
す
る
が
、
あ
く
ま
で
法
相
宗
の
立
場
に
則
っ
た

歴
史
を
記
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る(6
)。

そ
の
よ
う
な
『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
編
纂
方
針
は
、
天
竺
部
か
ら
も
確
認
で
き

る
。
そ
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
改
め
て
『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
特
徴
を
示

し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
そ
の
内
容
の
全
体
を
確
認
す
る
。
冒
頭
は
「
夫
、
仏
法
者
、
源
起
於
月

氏
一流
于
稟
日
域(7
)」

と
始
ま
る
。
仏
法
の
起
源
は
「
月
氏
」
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
日
域
」
に
伝
わ
っ
た
と
の
意
で
あ
る
。
日
域
は
日
本
の
こ
と
で
あ
る
。
月
氏
は

一
般
的
に
は
中
央
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
や
そ
の
支
配
し
た
地
域
を
指
す
が
、
こ
こ

で
は
イ
ン
ド
の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る(8
)。

そ
の
後
、「
何
者
、
釈
迦
菩
薩
出

世
成
道
、
先
於
花
蔵
世
界
一為
十
地
菩
薩
説
華
厳
経
」
と
あ
り
、
成
道
の
後
に
華

厳
経
を
説
い
た
と
記
さ
れ
る
。
以
下
、
釈
迦
に
よ
る
諸
経
の
成
立
に
つ
い
て
の
記

事
に
な
る
が
、
そ
の
詳
細
は
第
二
章
に
譲
る
。

そ
の
後
、
釈
迦
如
来
滅
後
一
百
年
の
こ
と
と
し
て
、
阿
育
王
と
大
天
（
摩
訶
提

婆
）
の
話
が
記
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
箇
所
は
虫
損
が
多
く
、
ど
の
よ
う
な
話

か
明
確
で
は
な
い
。
次
い
で
、
弗
沙
弥
多
羅
王
の
破
仏
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
。
弗

沙
弥
多
羅
王
は
阿
育
王
の
後
を
継
い
だ
王
で
あ
る
。
八
万
四
千
塔
の
い
わ
ゆ
る
阿

育
王
塔
を
建
立
し
た
先
王
に
対
し
て
、
何
を
行
う
こ
と
で
名
を
遺
す
こ
と
が
で
き

る
の
か
を
群
臣
に
諮
っ
た
と
こ
ろ
、「
善
悪
同
一
」
で
あ
る
た
め
破
仏
を
行
う
こ

と
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
鶏
頭
摩
寺
で
五
百
羅
漢
を
殺
そ
う
と
す
る

と
、
羅
漢
は
雲
に
乗
っ
て
香
山(9
)に

昇
り
、
軍
の
象
や
馬
は
寺
門
の
石
師
子
の
大
声

に
平
伏
し
、
収
め
ら
れ
て
い
た
聖
教
は
弥
勒
に
よ
っ
て
知
足
天
に
運
び
出
さ
れ
失

敗
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
出
来
事
の
後
に
、
大
天
五
事
が
あ
り
「
有
教
」
が
弘
ま
っ

た
と
さ
れ
る
。

如
来
滅
後
七
百
年
中
（
あ
る
い
は
五
百
年
中
）
の
こ
と
と
し
て
は
、
龍
猛
の
事

蹟
が
記
さ
れ
る
。
龍
猛
は
「
空
義
」
を
説
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
提

婆
が
龍
猛
に
弟
子
入
り
を
志
願
し
た
際
の
出
来
事
が
記
さ
れ
る
。
龍
猛
の
も
と
に

や
っ
て
き
た
提
婆
に
対
し
、
弟
子
に
命
じ
て
鉢
に
水
を
盛
っ
て
差
し
出
す
。
提
婆

は
そ
れ
に
針
を
投
げ
入
れ
る
。
龍
猛
は
そ
れ
を
「
龍
猛
の
法
を
究
め
よ
う
と
す

る
」
と
の
返
事
と
受
け
取
り
、
提
婆
を
弟
子
に
し
た
と
い
う
説
話
で
あ
る
。
そ
れ

に
続
い
て
「
其
未
学
等
、
失
真
空
之
理
執
偏
空
之
義
一。
三
論
宗
是
也
」
と
記
さ
れ

る
。
龍
猛
門
下
の
学
問
は
後
に
、
真
の
「
空
」
に
つ
い
て
の
学
問
で
は
な
く
な
り
、

偏
っ
た
「
空
」
に
つ
い
て
の
学
問
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
三
論
宗
で
あ
る
と
す
る
。

如
来
滅
後
一
千
年
中
の
こ
と
と
し
て
は
、
ま
ず
無
著
・
世
親
兄
弟
の
事
蹟
が
記

さ
れ
る
。
ま
ず
、
無
著
は
大
乗
に
帰
す
が
、
世
親
は
大
乗
仏
教
に
対
立
す
る
説
一

切
有
部
に
出
家
し
た
と
す
る
。
無
著
は
都
卒
天
に
昇
り
、
弥
勒
か
ら
教
え
を
受
け
、

中
天
竺
に
降
り
て
説
法
を
行
っ
た
。
そ
れ
が
「
瑜
伽
・
荘
厳
・
中
辺
等
」
の
論
で

あ
り
、
そ
れ
を
も
と
に
三
性
法
門
を
説
い
た
と
す
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
論
は

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集

第
一
〇
七
号
（
二
〇
二
三
年
三
月
）

三
三



『
瑜
伽
師
地
論
』『
大
乗
荘
厳
経
論
』『
弁
中
辺
論
』
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
三

性
法
門
は
、
本
文
に
お
い
て
「
遍
計
所
執
性
」「
依
他
起
性
」「
円
城
実
性
」
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
法
相
宗
の
重
要
視
す
る
論
お
よ
び
教
義

で
あ
る
。

話
は
続
い
て
、
無
著
が
世
親
に
弟
子
を
遣
り
、
大
乗
仏
教
に
帰
依
す
る
よ
う
説

得
す
る
。
世
親
は
そ
の
使
者
と
の
面
談
を
拒
否
す
る
が
、
無
著
の
青
鳥
が
『
十
地

経
』
を
誦
え
る
の
を
聞
き
、
そ
の
教
え
に
感
じ
入
る
。
そ
の
後
、
大
乗
を
破
し
た

自
ら
の
罪
を
悔
い
て
舌
を
切
ろ
う
と
す
る
が
、
無
著
の
言
葉
に
よ
っ
て
思
い
と
ど

ま
る
。
そ
の
後
、
無
著
は
『
摂
大
乗
論
』
を
著
し
、
世
親
は
そ
の
注
釈
書
（『
摂

大
乗
論
釈
』
か
）
と
『
唯
識
三
十
頌
』
を
作
成
し
た
。

如
来
滅
後
一
千
百
年
中
の
こ
と
と
し
て
は
、
護
法
の
事
蹟
が
記
さ
れ
る
。
護
法

は
帝
王
の
子
で
あ
っ
た
が
、
出
家
を
志
し
て
い
た
。
し
か
し
、
父
王
は
反
対
し
、

元
服
し
結
婚
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
護
法
は
逃
れ
よ
う
と
す
る
が
、
失
敗
す

る
。
そ
の
夜
に
神
人
が
や
っ
て
き
て
、
護
法
を
背
負
い
山
深
く
に
逃
れ
る
。
そ
こ

に
一
人
の
僧
侶
が
お
り
、
護
法
に
『
唯
識
三
十
頌
』
を
授
け
、「
そ
れ
は
私
の
著

作
で
あ
る
。
お
前
は
研
鑽
に
励
ん
で
い
る
た
め
に
授
け
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、

た
ち
ま
ち
に
消
え
去
っ
た
。
護
法
は
出
家
し
て
「
唯
識
論
」
を
作
成
し
、
壇
越
の

玄
鑒
居
士
に
授
け
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
相
宗
が
起
こ
っ
た
と
す
る
。「
唯
識

論
」
は
『
成
唯
識
論
』
の
こ
と
で
あ
る
。
弥
勒
か
ら
無
著
・
世
親
、
そ
し
て
護
法

へ
と
伝
え
ら
れ
た
教
え
が
、
法
相
宗
の
教
義
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
同
時
期
の
こ
と
と
し
て
、
清
弁
が
空
の
立
場
か
ら
護
法
を
難
じ
た
こ
と

が
記
さ
れ
る
。
清
弁
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
『
成
唯
識
論
』
に
記
さ
れ
て
い
る

と
さ
れ
る
。
清
弁
は
護
法
の
も
と
に
使
い
を
送
り
、
空
有
に
つ
い
て
対
論
し
よ
う

と
す
る
。
清
弁
は
、「
護
法
は
菩
提
樹
の
も
と
に
い
る
が
、
自
分
は
成
道
し
て
い

な
い
た
め
、
そ
ち
ら
に
行
け
な
い
。
こ
ち
ら
に
来
て
下
さ
い
」
と
言
っ
た
。
護
法

は
清
弁
と
決
す
る
た
め
、
阿
修
羅
宮
に
入
り
、
弥
勒
が
下
生
す
る
時
を
待
っ
た
。

天
竺
部
の
全
体
は
、
こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
釈
迦
入
滅
の
後
は
、
百
年
後

に
大
天
に
よ
っ
て
有
教
が
広
ま
り
、
七
百
年
後
に
龍
猛
が
説
い
た
「
空
義
」
は
そ

の
門
下
に
よ
っ
て
「
偏
空
」
の
三
論
宗
と
な
り
、
一
千
年
後
に
無
著
・
世
親
が
起

こ
し
た
教
え
を
継
い
だ
護
法
に
よ
り
「
非
有
非
空
」
の
法
相
宗
が
成
立
し
、
最
後

に
護
法
と
清
弁
に
よ
る
空
有
に
つ
い
て
の
論
争
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
法
相
宗
の
歴
史
認
識
を
も
と
に
し
た
叙
述
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
法

相
宗
は
仏
教
教
義
の
展
開
に
つ
い
て
三
時
教
判(10
)を

用
い
る
。『
解
深
密
経
』
に
説

か
れ
る
三
時
教
判
は
初
・
昔
・
今
の
三
時
に
わ
け
る
。
初
時
は
有
教
、
具
体
的
に

は
小
乗
教
を
指
す
。
昔
時
は
空
教
で
般
若
部
の
こ
と
を
、
今
時
は
中
道
教
で
『
華

厳
経
』『
解
深
密
経
』『
法
華
経
』
等
の
こ
と
を
示
し
、
そ
れ
ら
を
釈
迦
が
説
い
た

と
す
る
。
法
相
宗
は
中
道
教
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
三
時
教
判
を
宗
派
の
展
開
に
あ
て
は
め
る
と
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
天
竺

部
の
内
容
に
相
当
す
る
。
仏
滅
後
百
年
中
は
有
教
が
広
ま
っ
た
と
す
る
が
、
こ
れ

は
初
時
に
該
当
す
る
。
次
に
龍
猛
が
説
い
た
「
空
義
」
を
も
と
に
す
る
三
論
宗
は

昔
時
に
当
た
る
。
そ
し
て
、
仏
滅
後
一
千
年
中
に
起
こ
っ
た
法
相
宗
は
中
道
教
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
。

な
お
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
内
容
を
、
法
相
教
学
の
血
脈
と
い
う
点
で
み
た

と
き
に
も
、
そ
の
記
述
は
法
相
宗
の
認
識
を
踏
ま
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
認

院
政
期
の
仏
教
史
叙
述
に
お
け
る
仏
典
利
用
（
三
好
俊
徳
）
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め
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
代
は
下
る
が
、
十
三
世
紀
に
東
大
寺
僧
凝
然
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
諸
宗
の
概
説
書
で
あ
る
『
八
宗
綱
要
』
に
は
、
法
相
宗
は
弥
勒

無
著

世
親

護
法
と
相
承
さ
れ
た
と
記
さ
れ
る
。『
仏
法
伝
来
次
第
』
に
お
い
て
も
、

ま
っ
た
く
同
じ
人
物
を
経
て
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
天
竺
部
の
内
容
か
ら
も
『
仏
法
伝
来
次
第
』
は
法
相
宗
の
歴

史
認
識
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

同
様
の
認
識
は
、
天
竺
部
の
冒
頭
の
各
経
典
の
成
立
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
も
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
章
で
検
討
を
行
う
。

二
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
経
典
成
立
史

『
仏
法
伝
来
次
第
』
天
竺
部
の
冒
頭
に
は
、
釈
迦
に
よ
る
説
法
と
諸
経
の
関
係

に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
本
文
を
示
す
。

夫
、
仏
法
者
、
源
起
於
月
氏
一流
于
稟
日
域
。
何
者
、
釈
迦
菩
薩
出
世
成
道
、

先
於
花
蔵
世
界
一為
十
地
菩
薩
説
華
厳
経
。
次
、
於
施
鹿
野
園
一対
四
大
聲

聞
一転
四
阿
笈
摩
法
輪
。
擺
我
執
之
塵
一入
聖
位
之
境
、
若
有
大
機
者
説
方
等

経
。
次
、
於
鷲
峯
山
白
鷺
池
等
一説
諸
部
般
若
。
此
時
、
舎
利
子
等
聞
其
万

法
空
寂
之
旨
一初
起
大
乗
信
解
之
心
。
次
、
於
耆
闍
崛
山
一説
法
花
。
次
、
於

十
八
圓
浄
土
一対
三
世
覚
母
大
聖
曼
殊
等
々
覚
無
垢
大
士
一説
深
密
経
。
次
、

於
鶴
林
説
大
涅
槃
・
遣
教
等
経
。

成
道
後
、
ま
ず
華
厳
経
を
説
き
、
次
い
で
鹿
野
園
で
「
四
阿
笈
摩
」、
方
等
経
や

鷲
峯
山
等
で
「
諸
部
般
若
」、
耆
闍
崛
山
で
「
法
花
」、
十
八
円
浄
土
で
「
深
密

経
」、
最
後
に
鶴
林
で
「
大
涅
槃
・
遺
教
等
経
」
を
説
い
た
と
さ
れ
る
。「
阿
笈

摩
」
は
阿
含
経
の
こ
と
で
あ
る
。「
方
等
経
」
は
大
乗
経
典
の
こ
と
で
あ
り
、
具

体
的
に
は
小
乗
教
を
批
判
す
る
『
維
摩
経
』
な
ど
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
次
い

で
般
若
部
の
説
、
そ
し
て
『
法
華
経
』『
解
深
密
経
』『
涅
槃
経
』『
仏
遺
教
経
』

が
成
立
し
た
と
す
る
。

『
仏
法
伝
来
次
第
』
は
、
法
相
宗
の
歴
史
認
識
に
基
づ
き
天
竺
仏
教
史
を
記
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
る
経
典
の
成
立
史
は
法
相

宗
の
三
時
教
判
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
示
し
た
と
お
り
、『
仏
法

伝
来
次
第
』
日
本
部
の
内
容
か
ら
は
、
天
台
宗
よ
り
も
法
相
宗
が
優
越
す
る
と
い

う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
天
台

宗
の
教
相
判
釈
に
近
い
。
天
台
宗
は
次
に
示
す
よ
う
に
、
釈
迦
の
教
説
を
五
時
に

わ
け
る
五
時
教
判
を
説
く
。

1

華
厳
時

『
華
厳
経
』
を
説
い
た
時
期

↓
「
華
厳
経
」

2

鹿
苑
時

『
阿
含
経
』
を
説
い
た
時
期

↓
「
四
阿
笈
摩
」

3

方
等
時

『
維
摩
経
』
を
説
い
た
時
期

↓
「
方
等
経
」

4

般
若
時

『
般
若
経
』
類
を
説
い
た
時
期

↓
「
諸
部
般
若
」

5

法
華
涅
槃
時

『
法
華
経
』『
涅
槃
経
』
を
説
い
た
時
期

↓
「
法
花
」

「
深
密
経
」「
大
涅
槃
・
遣
教
等
経
」

「
↓
」
以
下
は
、
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
『
仏
法
伝
来
次
第
』
に
記
さ
れ
る
経

典
名
を
挙
げ
た
。
基
本
的
に
五
時
教
判
に
基
づ
い
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は

了
解
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
五
時
教
判
と
は
異
な
る
成
立
時
期
と
さ
れ
る
経
典
が
あ
る
。
そ
れ
は

『
解
深
密
経
』
で
あ
る
。『
解
深
密
経
』
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
方
等
時
に
含
ま
れ

る
。
そ
れ
を
『
仏
法
伝
来
次
第
』
で
は
、『
法
華
経
』
よ
り
も
後
に
成
立
し
た
と

す
る
。
法
相
宗
は
「
六
経
十
一
論(11
)」

に
依
拠
す
る
が
、『
解
深
密
経
』
は
六
経
に

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集

第
一
〇
七
号
（
二
〇
二
三
年
三
月
）
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含
ま
れ
る
。
本
来
の
五
時
教
判
で
は
最
後
に
説
い
た
『
法
華
経
』
を
最
上
と
位
置

づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
そ
の
教
判
の
枠
組
み

を
利
用
し
つ
つ
、『
解
深
密
経
』
を
『
法
華
経
』
よ
り
も
後
に
成
立
し
た
経
典
と

位
置
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
編
者
の
意
図
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
天
竺
部
の
冒
頭
に
は
、
経
典
の
成
立
史

が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
成
立
圏
と
考
え
ら
れ
る
興
福
寺
の
立
場
が
反
映
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
台
宗
の
五
時
教
判
を
用
い
て
、
そ
れ
を
一
部
改
変

す
る
こ
と
で
自
ら
の
立
場
を
表
明
す
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に

『
仏
法
伝
来
次
第
』
日
本
部
は
、
天
台
宗
の
歴
史
書
『
扶
桑
略
記
』
を
典
拠
と
し

つ
つ
も
、
や
は
り
法
相
宗
の
立
場
に
基
づ
き
、
一
部
改
変
し
な
が
ら
叙
述
を
行
っ

て
い
る
。
そ
れ
と
同
様
の
作
為
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
、
出
典
の
検
討

前
章
で
検
討
し
た
箇
所
に
続
く
『
仏
法
伝
来
次
第
』
天
竺
部
の
多
く
は
、
仏
典

を
利
用
し
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
、
そ
の
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。
ま
ず
は
、
本
文
の
典
拠
と
し
て
経
典
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
箇
所

を
検
討
す
る(12
)。

『
仏
法
伝
来
次
第
』
に
は
『
成
唯
識
論
』
を
引
用
す
る
箇
所
が
あ
る
。

三
論
門
人
清
辨
論
師
曰ク

、
一
切
諸
法
皆
空
無
実
体
一。
護
法
歎
曰
、
我
執
法
執

皆
空
之
法
、
護
法
如
無
実
体
者
、
可
修
顕
何ヲ

カ一乎
。
故
唯
識
論
云
、
若
一
切

法
皆
非ハ

実
有
菩
薩
不
鰯応
芋為
溢捨
壱生
死ヲ

精
勤シ

テ

修
芋集
菩
薩
資
糧ヲ

、
誰
有
智

者
一為
除
幻
敵ヲ

一求テ

石
女
児ヲ

用テ

為ム
ヤ

軍
旅ト

。
故
応ニ

信ス

、
有テ

鰯能ク

持ス
ル

種ヲ

心
依
之
建

立ヘ
シ

染ノ

浄
因
果ヲ

。
已
上
論

文
。

清
弁
が
皆
空
を
説
き
、
そ
れ
に
対
し
て
護
法
が
反
論
す
る
箇
所
で
あ
る
。
傍
線
を

付
し
た
「
故
唯
識
論
云
」
以
降
は
、『
成
唯
識
論
』
巻
第
三
の
該
当
箇
所
を
そ
の

ま
ま
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
正
確
な
引
用
箇
所
は
他
に
は
な
い
。
し
か
し
、

出
典
は
示
す
が
本
文
が
大
き
く
異
な
る
箇
所
が
あ
る
。
弗
沙
弥
多
羅
王
が
仏
法
を

迫
害
す
る
箇
所
で
あ
る
。
表
の
上
段
に
『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
該
当
箇
所
を
内
容

に
よ
っ
て
三
分
割
し
て
示
す
。

表

『
仏
法
伝
来
次
第
』『
舎
利
弗
問
経
』
本
文
対
照

『
仏
法
伝
来
次
第
』

『
舎
利
弗
問
経
』

①
其
後
、
弗
沙
弥
多
羅
王

統
摂
五
天
、
語
郡
臣
曰
。

我
先
王
建
八
万
四
千
塔
、

遺
誉
後
代
。
我
以
何
留
名
。

大
臣
啓
曰
。
君
逆
先
王
可

被
滅
佛
法
。
後
代
留
名
、

善
悪
同
一
者
也
。

其
孫
名
曰
弗
沙
蜜
多
羅
。
嗣
正
王
位
顧
問
群
臣
。

云
何
令
我
名
事
不
滅
。
時
有
臣
言
。
唯
有
二
事
。

何
等
爲
二
。
猶
如
先
王
造
八
萬
四
千
塔
。
捨
傾
國

物
供
養
三
寶
。
此
其
一
也
。
若
其
不
爾
。
便
應
反

之
。
毀
塔
滅
法
。
殘
害
息
心
四
衆
。
此
其
二
也
。

名
雖
好
惡
倶
不
朽
也
。
王
曰
。
我
無
威
徳
以
及
先

王
。
當
建
次
業
以
成
名
行
。

②
仍
王
興
四
兵
廻
五
天
、

殺
法
侶
、
焼
堂
塔
。
至
鶏

頭
摩
寺
、
欲
殺
五
百
羅
漢
。

羅
漢
乗
雲
昇
香
山
。
寺
門

有
石
師
子
、
大
嘷
、
王
象

軍
馬
軍
聞
其
聲
仆
伏
時
也
。

即
御
四
兵
攻
鷄
雀
寺
。
寺
有
二
石
師
子
。
哮
吼
動

地
王
大
驚
怖
退
走
入
城
人
民
看
者
嗟
泣
盈
路
。
王

益
忿
怒
。
自
不
敢
入
驅
逼
兵
將
乍
行
死
害
。
督
令

勤
與
呼
攝
七
衆
。
比
丘
比
丘
尼
沙
彌
沙
彌
尼
式
叉

摩
尼
出
家
出
家
尼
一
切
集
會
。
問
曰
。
壞
塔
好
不
。

壞
房
好
不
。
僉
曰
。
願
皆
勿
壞
。
如
不
得
已
。
壞

院
政
期
の
仏
教
史
叙
述
に
お
け
る
仏
典
利
用
（
三
好
俊
徳
）
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数
丈
力
大
投
大
磐
石
、
撃

殺
王
及
四
兵
。
弥
勒
菩
薩

凌
焔
火
入
堂
塔
、
聖
教
運

置
知
足
天
。

房
可
耳
。
王
大
忿
厲
曰
。
云
何
不
可
。
因
遂
害
之

無
問
少
長
。
血
流
成
川
。
壞
諸
寺
塔
八
百
餘
所
。

諸
清
信
士
。
擧
聲
號
叫
悲
哭
懊
惱
。
王
取
囚
繋
加

其
鞭
罰
。
五
百
羅
漢
登
南
山
獲
免
。
山
谷
隱
險
軍

甲
不
能
至
。
故
王
恐
不
洗
賞
慕
諸
國
。
若
得
一
首

即
償
金
錢
三
千
君
徒
鉢
歎
阿
羅
漢
。
及
佛
所
囑
累

流
通
人
。
化
作
無
量
人
。
捉
無
量
比
丘
比
丘
尼
頭
。

處
處
受
金
王
諸
庫
藏
一
切
空
竭
。
王
益
忿
怒
。
君

徒
鉢
歎
現
身
入
滅
盡
定
。
王
自
加
害
。
定
力
所
持

初
無
傷
損
。
次
燒
經
臺
。
火
始
就
然
飇
炎
及
經
。

彌
勒
菩
薩
以
神
通
力
。
接
我
經
律
上
兜
率
天
。
次

至
牙
齒
塔
。
塔
神
曰
。
有
蟲
行
神
。
先
索
我
女
。

我
薄
不
與
。
今
誓
令
護
法
。
以
女
與
之
使
至
心
伏
。

蟲
行
神
喜
。
手
捧
大
山
用
以
壓
王
及
四
兵
衆
一
時

皆
死
。
王
家
子
孫
於
斯
都
盡
。

③
弗
沙
弥
多
羅
死
後
、
化

作
三
百
童
子
一昇
香
山
一、

請
下
五
百
羅
漢
、
諮
受
教

法
流
布
五
天
。
已
上
舎
利
弗

問
経
之
説
。

其
後
有
王
。
性
甚
良
善
。
彌
勒
菩
薩
化
作
三
百
童

子
。
下
於
人
間
以
求
佛
道
。
從
五
百
羅
漢
諮
受
法

教
。
國
土
男
女
復
共
出
家
。
如
是
比
丘
比
丘
尼
還

復
滋
繁
。
羅
漢
上
天
。(13
)

①
で
弗
沙
弥
多
羅
王
が
群
臣
に
対
し
て
、
先
王
で
あ
る
阿
育
王
の
よ
う
に
名
を

遺
す
方
法
を
尋
ね
る
。
大
臣
は
、
善
悪
同
一
で
あ
る
た
め
、
先
王
と
は
逆
に
仏
法

を
破
却
す
る
こ
と
を
提
言
す
る
。
②
で
は
、
兵
を
五
天
竺
に
巡
ら
し
て
僧
を
殺
し

堂
塔
を
焼
き
払
う
と
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
鶏
頭
摩
寺
で
は
五
百
羅
漢
を
殺
害
し

よ
う
と
す
る
と
、
雲
に
乗
っ
て
香
山
に
昇
る
。
続
い
て
、
石
師
子
が
咆
吼
し
た
こ

と
で
、
王
軍
の
象
や
馬
が
伏
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
大
岩
が
投
げ
入
れ
ら
れ
、
王

や
兵
た
ち
は
惨
死
し
た
。
弥
勒
は
炎
上
す
る
堂
塔
か
ら
聖
教
を
知
足
天
に
運
ん
だ

と
記
さ
れ
て
い
る
。
③
で
は
、
弗
舎
弥
多
羅
王
た
ち
は
死
後
に
、
三
百
童
子
と
し

て
化
現
し
て
、
五
百
羅
漢
か
ら
受
法
し
て
五
天
竺
に
仏
法
を
流
布
し
た
、
と
す
る
。

末
尾
に
「
已
上
舎
利
弗
問
経
之
説
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、『
舎
利
弗
問
経(14
)』

が
典

拠
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
対
照
表
の
下
段
に
該
当
す
る
箇
所
を
挙
げ
た
。

比
較
を
す
る
と
、『
舎
利
弗
問
経
』
の
記
述
の
分
量
が
多
い
こ
と
は
一
目
瞭
然

で
あ
ろ
う
。『
舎
利
弗
問
経
』
の
①
の
箇
所
で
は
、
後
世
に
名
を
遺
す
方
法
と
し

て
仏
法
興
隆
と
仏
法
破
却
の
二
案
記
さ
れ
る
が
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
で
は
後
者

の
み
で
あ
る
。
②
の
箇
所
で
は
、『
舎
利
弗
問
経
』
は
、
出
来
事
の
様
子
を
丁
寧

に
描
写
し
て
い
る
。『
仏
法
伝
来
次
第
』
で
は
、
弗
沙
弥
多
羅
王
の
行
動
は
記
さ

れ
ず
、
鶏
頭
摩
寺
に
い
る
の
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
り
、
突
然
そ
の
死
が
記
さ
れ

る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、『
舎
利
弗
問
経
』
で
は
、
経
台
に
火
を
付
け
る
な
ど

王
は
積
極
的
に
破
仏
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る(15
)。

③
の
箇
所
で
も
、

『
舎
利
弗
問
経
』
の
方
が
詳
細
な
説
明
を
行
い
、
仏
法
が
繁
栄
し
て
い
る
と
の
描

写
で
終
わ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
話
の
内
容
自
体
は
近
似
し
て
い
る
が
、
両
書
で
は
分
量
が
大
き

く
異
な
る
。
そ
の
た
め
か
、
用
い
ら
れ
る
表
現
も
異
な
っ
て
お
り
、
単
な
る
抄
出

と
言
う
こ
と
が
難
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
舎
利
弗
問

経
之
説
」
と
い
う
割
注
で
あ
る
。「
唯
識
論
云
」
と
い
う
直
接
的
に
引
用
を
示
す

表
現
と
異
な
り
、
曖
昧
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
事
例
が
少
な
い
が
、「
云
」
と

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集
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い
う
明
確
な
引
用
と
異
な
り
、「
･･･之
説
」
は
抄
出
あ
る
い
は
間
接
的
な
資
料
参

照
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
経
典
名
が
記
さ
れ
る
箇
所
は
他
に
も
あ
る
。
龍
猛
に
つ
い
て
の
記
事
で

あ
る
。如

来
滅
後
七
百
年
中
楞
伽
経

之
意

、
或
云
五
百
年
天
台
惟
白
大
蔵

経
綱
之
説

、
龍
猛
菩
薩
古
訳
龍

樹
出
於
南
天
、
説
空
義
破
有
教
。

龍
猛
が
南
天
竺
に
出
生
し
た
こ
と
を
示
す
記
事
で
あ
る
が
、
そ
の
年
代
を
「
如
来

滅
後
七
百
年
中
」
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
『
入
楞
伽
経
』
を
あ
げ
る
。
さ
ら
に

「
或
云
」
と
し
て
「
五
百
年
中
」
と
す
る
異
説
も
挙
げ
る
。
そ
れ
に
「
天
台
惟
白

大
蔵
経
綱
之
説
」
と
根
拠
を
示
す
。
惟
白
と
は
、
仏
国
禅
師
惟
白
の
こ
と
の
で
あ

ろ
う
。
北
宋
末
期
に
活
躍
し
た
禅
僧
で
あ
り
、
そ
の
著
作
に
『
大
蔵
経
綱
目
指
要

録
』
八
巻
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
開
元
釈
教
録
』
を
軸
に
宋
代
の
入
蔵
書
を
加
え
た

大
蔵
経
の
内
容
目
録
で
あ
り
、
末
尾
に
は
禅
門
伝
録
の
綱
目
も
あ
る(16
)。「

大
蔵
経

綱
」
が
こ
の
書
物
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
南
都
に
お
け
る
禅
文
献
の

受
容
と
い
う
点
で
も
興
味
深
い
。

な
お
、
年
数
の
根
拠
を
表
記
す
る
事
例
と
し
て
は
、「
如
来
去
世
一
千
年
中
玄奘

所
訳
西
域

記
之
説

、
阿
僧
伽
此
云
無
著
菩
薩
誕
生
」
と
い
う
記
事
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
無

著
の
生
年
を
記
し
て
い
る
の
だ
が
、「
西
域
記
」、
つ
ま
り
『
大
唐
西
域
記
』
を
根

拠
と
し
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
天
竺
部
で
典
拠
が
明
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
の

な
か
で
、
特
に
『
舎
利
弗
問
経
』
を
典
拠
と
す
る
部
分
を
中
心
に
本
文
を
検
討
し

た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、『
成
唯
識
論
』
は
原
文
の
ま
ま
利
用
し
て
お
り
、『
仏
法
伝

来
次
第
』
は
典
拠
の
本
文
を
大
き
く
省
略
し
た
簡
潔
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
は
、
年
数
の
根
拠
と
し
て
仏
典
類
の
名
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
箇

所
は
少
な
い
。
他
の
箇
所
は
何
に
基
づ
い
て
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
天
竺
部
本
文
の
出
典
に
つ
い
て
、

出
典
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
の
検
討
を
行
っ
た
結
果
、『
大
唐
西
域
記
』
と

関
わ
り
が
深
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。『
大
唐
西
域
記
』
は
、
玄
奘
三
蔵
が

唐
か
ら
イ
ン
ド
ま
で
求
法
の
旅
を
し
た
そ
の
見
聞
録
で
あ
る
。
開
元
十
八
年
（
七

三
〇
）
成
立
で
、
日
本
に
は
奈
良
時
代
に
は
伝
わ
り
広
く
流
布
し
た
。
日
本
に
お

け
る
イ
ン
ド
や
西
域
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
鎌
倉
時
代
後
期

成
立
の
『
玄
奘
三
蔵
絵
』
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る(17
)。

『
仏
法
伝
来
次
第
』
に
お
い
て
『
大
唐
西
域
記
』
は
年
数
の
根
拠
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
先
に
示
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
、
天
竺
部
の
大
部
分
が
『
大

唐
西
域
記
』
の
本
文
と
近
似
し
て
い
る
。
一
例
と
し
て
「
如
来
去
世
一
千
年
中
」

と
し
て
記
さ
れ
る
龍
猛
の
事
跡
の
箇
所
を
も
と
に
確
認
し
た
い
。
な
お
、
詳
細
な

比
較
は
別
稿
に
譲
る(18
)。

ま
ず
、
提
婆
が
龍
猛
の
も
と
へ
訪
れ
る
。『
大
唐
西
域
記
』
で
は
、「
時
提
婆
菩

薩
、
自
飲執
壱師
子
國
一来
求
壱論
義(19
)一」

と
目
的
が
記
さ
れ
る
が
、『
仏
法
伝
来
次

第
』
で
は
ま
っ
た
く
記
さ
れ
な
い
。
続
い
て
、
龍
猛
は
弟
子
に
命
じ
て
提
婆
に
水

を
盛
っ
た
鉢
を
与
え
る
。
す
る
と
、
提
婆
は
そ
れ
に
針
を
投
げ
入
れ
る
。『
大
唐

西
域
記
』
で
は
、
龍
猛
の
弟
子
が
提
婆
の
行
動
に
疑
問
を
抱
く
と
い
う
描
写
が
あ

り
、
よ
り
物
語
的
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
内
容
と
し
て
は
大
差
が
な
い
。

そ
の
鉢
を
見
て
、
龍
猛
は
提
婆
の
行
動
を
解
釈
す
る
。『
仏
法
伝
来
次
第
』
は

「
龍
猛
曰
、
欲
窮
我
法
。
召
入
其
内
論
義
。
師
事
龍
猛
」
と
あ
り
、
龍
猛
が
「
私

院
政
期
の
仏
教
史
叙
述
に
お
け
る
仏
典
利
用
（
三
好
俊
徳
）
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（
龍
猛
）
の
法
を
窮
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
提
婆
の
行
為

を
解
釈
し
、
内
に
召
し
て
論
義
し
、
提
婆
は
龍
猛
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
を
簡
潔
に
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
事
の
次
第
を
十
分
に

理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

そ
れ
に
対
し
て
『
大
唐
西
域
記
』
で
は
、
龍
猛
と
そ
の
弟
子
と
の
対
話
で
提
婆

の
行
動
を
解
説
す
る
。
ま
ず
龍
猛
は
提
婆
の
行
動
を
尋
ね
、
称
讃
す
る
。
そ
し
て

「
夫
水
也
者
。
隨
飲器
方
圓
逐
飲物
清
濁
。
彌
漫
無
飲間
澄
湛
莫
飲測
。
満
而
示
飲之

比
壱我
学
之
智
周
一也
。
彼
乃
投
飲針
遂
窮
壱其
極(20
)一」

と
解
説
す
る
。
鉢
に
は
っ
た

水
は
龍
猛
の
知
識
が
周
密
で
あ
る
こ
と
を
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

対
し
て
提
婆
は
針
を
投
げ
入
れ
た
こ
と
で
そ
の
極
底
を
窮
め
よ
う
と
い
う
意
志
を

示
し
た
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
提
婆
を
招
き
入
れ
て
議
論
を
し
よ

う
と
す
る
が
、
提
婆
は
龍
猛
の
凜
々
し
さ
に
恐
れ
入
り
教
え
を
乞
う
た
、
と
い
う

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
は
『
大
唐
西
域
記
』
と

比
べ
て
、
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
く
ら
い
に
簡
潔
な
内
容
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
天
竺
部
の
な
か
の
大
部
分
は
『
大
唐
西
域

記
』
の
本
文
と
最
も
近
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
文
を
正
確

に
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、
抄
出
し
内
容
の
み
を
要
約
し
た
よ
う
な
文
章
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
編
者
は
『
大
唐
西
域
記
』
本
文
を
直

接
参
照
し
て
記
述
し
て
い
な
い
と
い
う
可
能
性
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

近
年
、
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
が
保
管
し
て
い
る
称
名
寺
旧
蔵
の
『
大
唐
西
域

記
』
の
抄
出
本
が
紹
介
さ
れ
て
い
る(21
)。

そ
れ
ら
の
資
料
は
唱
導
へ
の
利
用
を
目
的

と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
歴
史
叙
述
の
際
に
転
用
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
歴
史
叙
述
の
た
め
に
、
関
連
す
る
記
述
を
要
約
し
た
資
料

集
が
あ
り
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
典
拠
を
そ
の
よ
う
な
本
に
求
め
る
こ
と
も
可

能
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
天
竺
部
の
大
部
分
は

仏
典
類
と
関
わ
る
の
で
あ
る
が
、
編
者
が
独
自
に
加
え
た
と
考
え
ら
れ
る
文
章
も

あ
る
。
一
つ
は
、
教
義
の
展
開
や
宗
派
の
成
立
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
箇
所
で
あ

る
。「
其
未
学ハ

等
失
真
空
之
理
執
偏
空
之
義
一。
三
論
宗
是
也
」「
然
猶
五
竺
学
徒
、

依
大
天
五
事
、
弘
宣
有
教
、
轉
堕
有
坑
」「
法
相
宗
自
此
起
矣
」
な
ど
の
記
事
が

そ
れ
に
該
当
す
る
。

も
う
一
つ
は
、
無
着
が
弥
勒
か
ら
受
法
し
て
天
竺
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
記
さ
れ

る
、
三
性
法
門
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る(22
)。

三
性
は
唯
識
学
派
の
所
説
で
あ
り
、

法
相
宗
の
主
要
な
教
義
の
一
つ
で
も
あ
る
。
こ
の
二
点
は
い
ず
れ
も
法
相
宗
の
歴

史
認
識
お
よ
び
教
義
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
法
相
宗
の
立
場
を
表
す
た
め
に
追

加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
法
相
宗
の
歴
史
認
識
を
も
と
に
全
体
の
構
想
を
し
つ
つ
、

『
大
唐
西
域
記
』
を
主
要
な
資
料
と
し
て
、
複
数
の
仏
典
も
用
い
て
『
仏
法
伝
来

次
第
』
天
竺
部
は
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
叙
述

方
法
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
時
代
の
他
の
歴
史
叙
述
に
お

け
る
天
竺
部
と
比
較
し
て
お
き
た
い
。

四
、
院
政
期
の
歴
史
叙
述
に
お
け
る
天
竺
仏
教
史

院
政
期
の
仏
教
史
叙
述
の
代
表
例
と
し
て
は
『
三
国
伝
灯
記
』
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。『
三
国
伝
灯
記
』
は
十
二
世
紀
半
ば
に
興
福
寺
僧
覚
憲
に
よ
っ
て
作
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成
さ
れ
た
。
長
ら
く
歴
史
書
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
内
容
は
、
藤
原
鎌
足

の
聖
霊
の
た
め
の
講
筵
の
た
め
の
表
白
文
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
日
本
へ
の
仏
法

伝
来
の
次
第
、
日
本
に
お
け
る
諸
宗
の
伝
来
と
広
が
り
、
鎌
足
の
果
た
し
た
遺
業

に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
う
え
で
、
院
政
期
に
お
け
る
諸
寺
争
乱
を
意
識
し
て
、
諸

宗
の
融
和
を
説
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る(23
)。

天
竺
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
釈
迦
伝
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
簡

潔
で
あ
り
、
大
部
分
は
迦
葉
を
中
心
と
し
た
結
集
に
つ
い
て
の
記
述
で
占
め
ら
れ

て
い
る
。『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
よ
う
に
仏
教
の
展
開
と
宗
派
の
成
立
を
描
く
と

い
う
よ
り
は
、
経
典
の
成
立
と
い
う
仏
教
界
全
体
の
大
事
件
を
記
す
こ
と
に
主
眼

を
置
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
教
相
判
釈
を
踏
ま
え
た
経
典
の
位

置
づ
け
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
経
典
の
引
用
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
な
い
。
す

な
わ
ち
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
よ
う
な
仏
典
類
を
用
い
た
歴
史
叙
述
と
は
異
な

る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
に
近
い
資
料
を
用
い
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
が
『
今
昔
物
語
集
』
で
あ
る
。

『
今
昔
物
語
集
』
は
十
二
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
全
三
十
一
巻

に
お
よ
ぶ
説
話
集
で
あ
る
。
歴
史
書
で
は
な
い
が
、
三
国
に
お
け
る
仏
教
史
に
関

わ
る
説
話
を
多
く
集
め
て
い
る
。
そ
の
天
竺
部
は
巻
一
〜
巻
五
で
あ
る
。
巻
一
〜

巻
三
は
釈
迦
在
世
中
の
説
話
が
集
め
ら
れ
、
巻
四
は
仏
滅
後
の
世
界
、
巻
五
に
は

本
生
譚
等
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』
も
ま
た
法
相
宗
の
歴
史
認
識

の
も
と
に
成
立
し
て
い
る
と
の
意
見
も
あ
り
、
三
時
教
判
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て

い
る(24
)。

そ
の
点
で
『
仏
法
伝
来
次
第
』
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る

が
、
そ
れ
以
上
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
巻
四
に
記
さ
れ
る
仏
滅
後
の
歴
史
で
あ
る
。

『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
仏
滅
後
の
記
事
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
阿
育
王
と
大

天
、
弗
沙
密
多
王
の
破
仏
、
龍
猛
と
そ
の
門
下
、
無
着
・
世
親
・
護
法
の
伝
法
、

護
法
と
清
弁
の
論
争
と
な
る
。
実
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
四
に
も
同
じ
順
で
説

話
を
配
列
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
説
話
標
題
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

天
竺
ノ
大
天
ノ
語
第
二
十
三

龍
樹
、
俗
ノ
時
、
作
隠
形
薬
語
語
第
二
十
四

龍
樹
・
堤
婆
二
菩
薩
、
傳
法
語
第
二
十
五

无
着
・
世
親
二
菩
薩
、
傳
法
語
第
二
十
六

護
法
・
清
弁
二
菩
薩
、
空
有
ノ
諍
語
第
二
十
七(25
)

二
十
三
話
か
ら
二
十
七
話
ま
で
の
並
び
が
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
と
一
致
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
二
十
三
話
の
大
天
の
話
は
、
大
天
が
父
母
と
僧
を

殺
す
と
い
う
三
逆
罪
を
犯
し
た
と
こ
ろ
で
後
欠
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
典
拠
は

『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
九
十
九
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
基
づ
く

と
、
続
き
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
①
大
天
は
自
ら
の
罪
を
後
悔
し
、
仏
道

に
入
る
。
②
出
家
後
す
ぐ
に
三
蔵
を
暗
唱
し
た
た
め
に
波
吒
梨
王
か
ら
信
仰
を
得

た
。
③
法
論
に
勝
ち
仏
弟
子
を
追
放
し
た
。
④
大
天
の
死
後
、
荼
毘
に
ふ
す
が
失

敗
す
る
。
犬
の
糞
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
火
が
付
い
た
が
、
に
わ
か
に
風

が
吹
き
遺
灰
が
吹
き
飛
ん
だ
。『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
当
該
箇
所
は
、
虫
損
で
内

容
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
が
、
特
に
①
②
の
箇
所
を
記
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る(26
)。

た
だ
し
、
本
文
の
分
量
お
よ
び
表
現
が
大
き
く
異
な
る
。
た
と
え

ば
、
②
で
信
を
得
る
の
は
、『
大
毘
婆
沙
論
』
で
は
波
吒
梨
王
と
さ
れ
る
が
、『
仏

法
伝
来
次
第
』
で
は
阿
育
王
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
大
毘
婆
沙
論
』
と
直
接
的

な
関
係
が
あ
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。
な
お
、
十
五
世
紀
成
立
の
室
町
時
代
の
説
話

集
『
三
国
伝
記
』
に
収
録
さ
れ
る
類
話
に
お
い
て
も
、
阿
育
王
と
さ
れ
て
い
る
。

院
政
期
の
仏
教
史
叙
述
に
お
け
る
仏
典
利
用
（
三
好
俊
徳
）
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日
本
に
阿
育
王
が
大
天
を
信
仰
し
た
と
す
る
伝
承
が
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
は
、
そ
の
よ
う
に
記
す
説
話
や
経
典
か
ら
の
抄
出
本
が
流

布
し
て
お
り
、
そ
れ
を
も
と
に
『
仏
法
伝
来
次
第
』
も
作
成
さ
れ
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。

次
の
第
二
十
四
話
は
『
仏
法
伝
来
次
第
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
以
降

の
二
十
五
か
ら
二
十
七
話
は
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
と
ほ
ぼ
同
内
容
に
な
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
方
が
極
め
て
簡
略
で
あ
る
。
な
お
、『
今
昔

物
語
集
』
の
こ
の
箇
所
は
『
大
唐
西
域
記
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る(27
)。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
あ
る
い
は
『
仏
法
伝
来
次
第
』
と
『
今
昔
物
語
集
』

と
の
関
係
を
想
定
し
て
み
た
く
も
な
る
が
、
直
接
的
に
関
わ
る
可
能
性
は
低
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
細
部
で
異
な
る
箇
所
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
無
著

が
世
親
を
大
乗
仏
教
に
転
向
さ
せ
る
箇
所
で
は
、
世
親
が
『
十
地
経
』
を
聞
い
た

こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
唱
え
た
の
は
『
今
昔
物
語
集
』
で
は

無
着
の
弟
子
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
で
は
青
鳥
と
さ
れ
る
。

『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
方
が
よ
り
説
話
的
な
話
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ

の
よ
う
な
違
い
が
散
見
さ
れ
る
た
め
に
、
直
接
的
な
関
係
は
考
え
に
く
い
。

た
だ
し
、
話
の
並
び
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
現
段
階
で
ま
っ
た
く
の
無
関
係
と

も
言
い
難
い
。
そ
の
た
め
、
間
接
的
な
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
は
想
定
し
て
お
き

た
い
。
た
と
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
説
話
の
並
び
を
有
す
る
『
大
毘
婆
沙
論
』
や

『
大
唐
西
域
記
』、
す
な
わ
ち
仏
典
類
か
ら
の
要
文
集
あ
る
い
は
説
話
集
が
あ
り
、

そ
の
影
響
下
に
両
書
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。

結
論

本
稿
で
は
、
院
政
期
に
作
成
さ
れ
た
歴
史
書
『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
天
竺
部
の

内
容
を
検
討
し
て
き
た
。
ま
ず
、
そ
の
記
述
の
全
体
像
お
よ
び
冒
頭
の
諸
経
の
成

立
の
記
事
の
分
析
か
ら
、
法
相
宗
の
認
識
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

次
に
、
典
拠
と
明
記
さ
れ
て
い
る
『
舎
利
弗
問
経
』
お
よ
び
明
記
さ
れ
て
は
い
な

い
が
典
拠
と
目
さ
れ
る
『
大
唐
西
域
記
』
の
本
文
と
の
比
較
検
討
を
行
っ
た
。
そ

の
結
果
、
両
書
と
の
関
係
性
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
方
で
、
分
量
に
大

き
な
差
が
あ
り
相
違
点
も
複
数
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
編
者

が
直
接
そ
れ
ら
を
参
照
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、

同
時
期
に
成
立
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
連
続
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
説

話
が
『
仏
法
伝
来
次
第
』
に
も
同
じ
並
び
で
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
示
し
、

『
大
唐
西
域
記
』
あ
る
い
は
そ
の
類
書
を
介
し
て
間
接
的
に
同
じ
歴
史
像
を
共
有

し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
院
政
期
の
寺
院
に
お
い
て
、
仏
典
類
を
典
拠
と
し
て
歴
史
叙

述
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
『
仏
法
伝
来
次
第
』
を
事
例
と
し
て
具
体
的
に
示
し

て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
仏
典
を
直
接
的
に
参
照
し
て
い
た
と
は
考
え
づ
ら
い
箇

所
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
典
拠
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
今
後
の
課
題
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
典
拠
と
さ

れ
る
経
典
類
の
日
本
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ

う
。
特
に
、
日
本
仏
教
、
特
に
法
相
宗
に
お
い
て
『
舎
利
弗
問
経
』
が
ど
の
よ
う

に
学
び
利
用
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、『
今
昔

物
語
集
』
は
『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
天
竺
史
と
共
通
す
る
歴
史
像
を
も
つ
こ
と
を
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明
ら
か
に
し
た
。『
今
昔
物
語
集
』
も
ま
た
、
経
論
類
を
典
拠
と
す
る
説
話
が
多

い
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』
の
出
典
研
究
が
進
む
こ
と
で
、『
仏

法
伝
来
次
第
』
の
典
拠
に
つ
い
て
も
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
現
在
、
各
地
の
寺
院
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
た
と
え
ば

今
回
想
定
し
た
よ
う
な
要
文
集
な
ど
の
資
料
が
発
見
さ
れ
る
と
、
そ
の
辺
り
の
状

況
が
明
確
と
な
る
だ
ろ
う
。

〈注
〉

(1
)
六
国
史
の
後
を
継
ぐ
歴
史
書
と
し
て
、
鳥
羽
上
皇
の
命
に
よ
り
信
西
（
藤
原
通

憲
）
が
『
本
朝
世
紀
』
を
編
纂
し
て
い
る
が
、
信
西
が
平
治
の
乱
で
死
亡
し
た
た

め
、
未
完
と
な
っ
て
い
る
。

(2
)
三
国
観
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
前
田
雅
之
「
和
漢
と
三
国

古
代
・
中
世
に
お

け
る
世
界
像
と
日
本
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
三
年
四
月
号
）、
お
よ
び
同
「
三

国
観
」（『
今
昔
物
語
集
を
読
む
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
参
照
の
こ
と
。

(3
)
拙
稿
「『
仏
法
伝
来
次
第
』
解
題
と
翻
刻
」（『
中
世
寺
院
の
知
的
体
系
の
研
究

真
福
寺
お
よ
び
勧
修
寺
聖
教
の
復
原
的
研
究

』
科
学
研
究
費
成
果
報
告
書

（
研
究
代
表
者
：
阿
部
泰
郎
）、
二
〇
〇
七
年
）。

(4
)
平
田
俊
春
「
第
二
篇

扶
桑
略
記
を
中
心
と
し
て
」（
同
著
『
日
本
古
典
の
成

立
の
研
究
』
日
本
書
院
、
一
九
五
九
年
）
お
よ
び
前
掲
注
3
論
文
参
照
。

(5
)
拙
稿
「『
扶
桑
略
記
』
の
宗
派
性
ー
宗
論
・
相
論
に
関
す
る
言
説
を
中
心
と
し

て
」（『
説
話
文
学
研
究
』
五
四
号
、
二
〇
一
九
年
）。

(6
)
拙
稿
「
仏
教
史
叙
述
の
な
か
の
宗
論

応
和
の
宗
論
に
関
連
す
る
テ
ク
ス
ト
を

め
ぐ
っ
て

」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
十
二
巻
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）。

(7
)
『
仏
法
伝
来
次
第
』
本
文
は
、
前
掲
注
3
の
大
須
文
庫
本
の
翻
刻
に
基
づ
く
。

一
部
私
に
句
読
点
を
付
し
た
。
以
降
の
『
仏
法
伝
来
次
第
』
本
文
の
引
用
は
す
べ

て
上
記
に
同
じ
。

(8
)
日
本
に
お
い
て
は
、
現
在
の
イ
ン
ド
を
「
月
氏
」
と
表
記
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
十
四
世
紀
に
は
成
立
し
て
い
た
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
も

「
彼
月
氏
の
霊
山
は
王
城
の
東
北
、
大
聖
の
幽
崛
な
り
」（
巻
第
二
「
座
主
流
」）

と
あ
る
。
霊
山
は
釈
迦
の
住
ん
だ
霊
鷲
山
、
王
城
は
マ
ガ
ダ
国
の
王
舎
城
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
二
箇
所
が
所
在
す
る
「
月
氏
」
は
イ
ン
ド
を
意

味
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

(9
)
「
香
山
」
は
『
大
唐
西
域
記
』
巻
一
で
は
、
南
瞻
部
州
の
中
心
に
あ
る
「
阿
那

婆
答
多
池
」（
無
熱
池
）
の
北
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

(10
)
教
判
と
は
教
相
判
釈
の
略
称
で
、
釈
迦
が
成
道
し
涅
槃
に
入
る
ま
で
の
間
に
説

い
た
と
さ
れ
る
経
典
を
形
式
・
順
序
・
内
容
を
も
と
に
分
類
し
体
系
化
す
る
も
の

で
あ
る
。
釈
迦
に
お
け
る
教
義
の
優
劣
を
位
置
づ
け
、
釈
迦
の
真
意
を
明
か
そ
う

と
す
る
学
問
で
あ
り
、
宗
派
成
立
の
要
件
と
さ
れ
る
。

(11
)
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』『
解
深
密
経
』『
如
来
出
現
功
徳
荘
厳
経
』『
阿
毘
達
磨

経
』『
楞
伽
経
』『
厚
厳
経
』
の
六
経
と
、『
瑜
伽
師
地
論
』『
顕
揚
聖
教
論
』『
大

乗
荘
厳
経
論
』『
集
量
論
』『
摂
大
乗
論
』『
十
地
経
論
』『
分
別
瑜
伽
論
』『
観
所

縁
縁
論
』『
二
十
唯
識
論
』『
弁
中
辺
論
』『
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
』
の
十
一
論
の

こ
と
。

(12
)
本
稿
第
三
章
の
分
析
は
、
拙
稿
「
中
世
寺
院
に
お
け
る
歴
史
書
の
位
相

大
須

文
庫
を
例
と
し
て
」（
木
俣
元
一
・
近
本
謙
介
編
『
宗
教
テ
ク
ス
ト
学
の
創
成
』

勉
誠
出
版
、
二
〇
二
二
年
）
の
な
か
で
も
、
寺
院
に
お
け
る
中
世
寺
院
に
お
け
る

経
典
利
用
の
一
例
と
し
て
行
っ
て
い
る
。

(13
)
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
二
十
四
冊
九
〇
〇
頁
ａ
〜
ｂ

(14
)
『
舎
利
弗
問
経
』
は
東
晋
（
三
一
七
〜
四
二
〇
）
頃
の
訳
出
で
、
訳
者
不
詳
と

さ
れ
る
。
舎
利
弗
の
問
い
に
答
え
る
形
式
で
、
釈
迦
が
教
団
の
歴
史
や
、
戒
律
の

伝
持
に
つ
い
て
述
べ
る
経
典
で
あ
る
（
千
葉
公
慈
「『
舎
利
弗
問
経
』
試
解
」

（『
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
三
六
号
、
二
〇
〇
三
年
））。

(15
)
な
お
、
羅
漢
が
逃
れ
る
場
所
が
『
仏
法
伝
来
次
第
』
で
は
「
香
山
」
と
な
っ
て

い
る
の
に
対
し
て
、『
舎
利
弗
問
経
』
で
は
「
南
山
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、『
舎
利

弗
問
経
』
で
「
鶏
雀
寺
」
と
記
さ
れ
る
寺
院
が
、『
仏
法
伝
来
次
第
』
で
は
「
鶏

頭
摩
寺
」
と
表
記
さ
れ
る
な
ど
の
細
か
い
違
い
も
あ
る
。

(16
)
柳
田
聖
山
「
大
蔵
経
と
禅
録
の
入
蔵
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
三
九
号
、
一

院
政
期
の
仏
教
史
叙
述
に
お
け
る
仏
典
利
用
（
三
好
俊
徳
）

四
二



九
七
三
年
）。

(17
)
玄
奘
三
蔵
の
事
跡
や
思
想
、
そ
し
て
そ
の
日
本
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
最
新
の

成
果
と
し
て
は
、
佐
久
間
秀
範
・
近
本
謙
介
・
本
井
牧
子
編
『
玄
奘
三
蔵

新
た

な
る
玄
奘
像
を
も
と
め
て
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
一
年
）
が
あ
る
。

(18
)
前
掲
注
12
参
照
。

(19
)
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
五
一
冊
九
二
九
頁
ａ

(20
)
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
五
一
冊
九
二
九
頁
ｂ

(21
)
高
陽
「『
大
唐
西
域
記
』
と
金
沢
文
庫
保
管
の
説
草
・『
西
域
記
伝
抄
』」、「『
大

唐
西
域
記
』
と
金
沢
文
庫
保
管
の
『
西
域
伝
堪
文
』」「
悪
龍
伝
説
の
旅

『
大
唐

西
域
記
』
と
『
弁
暁
草
』
に
つ
い
て
」（
同
著
『
説
話
の
東
ア
ジ
ア

『
今
昔
物

語
集
』
を
中
心
に
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
一
年
）。

(22
)
『
仏
法
伝
来
次
第
』
の
該
当
す
る
箇
所
の
本
文
を
示
す
。「
明
三
性
法
門
一、
三

性
者
、
一
遍
計
所
執
性
、
謂
執
躰
性
都
無
法ヲ
一、
生ス
実
有
之
計
一。
二
依
他
起
性
、
謂

執
生
滅
起
尽
法
一、
生
常
恒
之
計
一。
三
圓
城
実
性
、
謂
非
有
非
空
理
、
即
真
如
也
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(23
)
横
内
裕
人
「
東
大
寺
図
書
館
蔵
覚
憲
撰
『
三
国
伝
灯
記
』」（
同
著
『
中
世
日
本

の
仏
教
と
東
ア
ジ
ア
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）。

(24
)
原
田
信
之
「『
今
昔
物
語
集
』
天
竺
部
仏
伝
説
話
の
意
味
」（
同
著
『
今
昔
物
語

集
南
都
成
立
と
唯
識
学
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。

(25
)
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。

(26
)
現
存
唯
一
の
古
写
本
で
あ
る
大
須
文
庫
本
に
は
虫
損
が
多
い
た
め
、
大
須
文
庫

本
を
底
本
と
し
て
江
戸
時
代
に
書
写
さ
れ
た
続
群
書
類
従
本
で
補
っ
て
、
そ
の
本

文
を
示
し
て
お
く
。「
如
来
滅
後
一
百
年
、
外
摩
訶
提
婆
於
鶏
園
□
□
□
阿
育
王

以
大
天
為
支
信
□
□
□
有
教
五
百
羅
漢
撃
目
不
言
師
壇
法
去
。
育
王
大
悔
吐
血
一

斗
。」

(27
)
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
に
よ
る
。

〈
付
記
〉

本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
十
一
月
十
日
に
四
川
大
学
で
行
わ
れ
た
、
佛
教
文
献
与

文
学
国
際
學
術
研
討
會
（
第
五
届
）
に
お
い
て
、「
關
於
日
本
院
政
時
期
佛
教
史

書
的
經
典
利
用

以
《
佛
法
傳
來
次
第
》
為
中
心
」
と
題
し
て
研
究
発
表
し
た
も

の
を
、
大
幅
に
増
補
・
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
JSPS
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究

課
題
番
号
18K
12285）
お

よ
び
（
基
盤
研
究
（
C）

課
題
番
号
22K
00353）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
み
よ
し

と
し
の
り

仏
教
学
科
）

二
〇
二
二
年
十
一
月
十
五
日
受
理

佛
教
大
学

仏
教
学
部
論
集

第
一
〇
七
号
（
二
〇
二
三
年
三
月
）

四
三


